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                日 時 令和６年６月 24日（月） 

                    午前 10時 00分 ～ 

                場 所 水戸市役所 ４階 政策会議室 

                        

 

１ 開  会      

 

２ 挨  拶     

           

３ 会長・副会長の互選     

        

４ 議  題 

（１）水戸市景観計画の改定について 

 

５ 閉  会      

 

【資料】※印刷資料は必要な方のみ配布 

 

資料１ 水戸市都市景観審議会委員名簿 

資料２ 水戸市都市景観審議会に係る関係規定 
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資料１ 
 

水戸市都市景観審議会 委員 
委員の任期：１～11 令和６年５月１日から令和８年４月 30日まで 

12・13 令和５年 12月 28日から令和７年 12月 27日まで 

 氏 名 団体等名及び役職名 選出区分 

1 山本 早里 筑波大学 教授 学識経験者 

2 村上 暁信 筑波大学 教授 学識経験者 

3 一ノ瀬 彩 茨城大学 助教 学識経験者 

4 小圷 のり子 弘道館事務所 主任研究員 学識経験者 

5 大津 亮一 水戸市議会議長 議会 

6 川島 宏一 
水戸市都市計画審議会 会長 

筑波大学 教授 

都市計画 

審議会 

7 篠根 玲子 
一般社団法人建築士事務所協会  

景観まちづくり委員会委員 
建築士 

8 松橋 裕子 水戸商工会議所女性会 会長 商工業団体 

9 阿久津 和次 茨城県屋外広告美術協同組合 常任相談役 広告業 

10 三上 靖彦 NPO 法人茨城の暮らしと景観を考える会 代表理事 市民団体 

11 谷田部 亘 茨城県弁護士会 弁護士 

12 二田 伸康 一般公募（市民） 公募市民 

13 藤田 雅一 一般公募（市民） 公募市民 

 



資料２ 
 

 

 

水戸市都市景観審議会に係る関係規定 

○水戸市都市景観条例（抜粋）       

第７章 都市景観審議会 

（都市景観審議会）  

第 31条 優れた都市景観づくりを推進するため，水戸市都市景観審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第 32条 審議会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

（１）景観計画に関すること。 

（２）都市景観重点地区及び地区都市景観計画に関すること。 

（３）景観重要建造物及び景観重要樹木に関すること。 

（４）その他優れた都市景観づくりに関すること。 

（組織等） 

第 33条 審議会は，関係機関，団体の役員及び学識経験者のうちから，市長が委嘱又は任命する 15人以内の委員をもって組織する。 

２ 審議会に，必要に応じ 3人以内の臨時委員を置くことができる。 

３ 臨時委員は，審議事項に係る関係住民のうちから，市長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第 34条 委員の任期は，2年とする。ただし，補欠により委嘱又は任命された委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 臨時委員の任期は，当該審議事項の審議が終了するまでとする。 

（会長及び副会長） 

第 35条 審議会に，委員の互選により会長及び副会長を置く。 

２ 会長は，審議会の会務を総理する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第 36条 審議会は，会長が招集し，会長は，会議の議長となる。 

２ 審議会は 2分の 1以上の委員（臨時委員を含む。）の出席がなければ開くことができないものとし，審議会の議事は，出席委員の過半数をもって

決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 



令和６年度第１回水戸市都市景観審議会 座席表 資料３

記者席 傍聴席 傍聴席記者席

事務局 事務局 事務局 事務局 事務局

会長

副会長

筑波大学

芸術系 教授

山本 早里

水戸商工会議所

女性会 会長

松橋 裕子

茨城県弁護士会

谷田部 亘
公募市民

二田 伸康
公募市民

藤田 雅一

NPO法人茨城の暮ら

しと景観を考える会

代表理事

三上 靖彦

筑波大学 システム

情報系 社会工学域

教授

村上 暁信

茨城大学 都市シス

テム工学領域

助教

一ノ瀬 彩

弘道館事務所

主任研究員

小圷 のり子

一般社団法人建築

士事務所協会 景観

まちづくり委員会

委員

篠根 玲子

出入口



令和６年度
第１回
水戸市都市景観審議会

水戸市都市計画部

都市計画課 景観室
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１ 現行景観計画とこれまでの景観施策の取組

２ 景観計画改定基本方針
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１ 現行景観計画とこれまでの景観施策の取組

２ 景観計画改定基本方針
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景観計画とは

景観法第８条の規定に基づく計画であり，
良好な景観の形成を図るため，

・景観計画区域
・良好な景観の形成に関する基本的な方針
・建築物や屋外広告物に関する行為の制限に関する事項 等

を定めるものです。

4



水戸市景観計画

1991（平成３）年 水戸市都市景観基本計画を策定
1992（平成４）年 水戸市都市景観条例を施行

独自の景観行政を行う
2004（平成16）年 景観法の施行
2008（平成20）年 同法に基づく水戸市景観計画を策定

千波湖

偕楽園

弘道館

水戸芸術館

中心市街地

自然

歴史

現代的
建築物

都市機能

水戸の
景観資源

5



水戸市景観計画
＜基本目標＞

水戸の持つ自然や歴史性，文化性を基調としながら，県都としての都市的魅力が調和した景観づくりを目指す

やすらぎとにぎわいが共存する風格ある「水戸らしい」景観づくり

6

計画に基づき実施した主な施策

１ 景観法に基づく大規模建築物等の届出制度 の導入≪平成21年度≫

２ 水戸市屋外広告物条例 の施行
→「屋外広告物特別規制地区」の指定 ≪平成22年度≫

３ 都市景観重点地区指定制度等 の活用（地区の特性を生かした景観づくり）
→「弘道館・水戸城跡周辺地区」の指定≪平成31年度≫

４ 高度地区 の導入（建築物の高さの制限） ≪平成22年度≫

５ 水戸市風致地区条例 の施行（自然的景観の維持）≪平成27年度≫

６ 公共施設の整備

７ 市民・事業者の意識啓発・活動支援・参加



＜概要＞

• 市全域において，大規模建築物等※ を新築等するときの事前届出により，
景観基準への適合を求め，景観誘導を行っている。
（市条例から法に移行）

• このうち，特に大規模な建築物を対象に，事前協議の段階から都市景観
専門委員による調査を実施し，景観配慮の助言・指導を行っている。

これまでの景観施策の取組

１ 景観法に基づく大規模建築物等の届出制度の導入（H21～）

7

※大規模建築物等
・建築物：高さが15m又は建築面積が1,000㎡を超えるもの
・工作物：高さが15m又は敷地面積が1,000㎡を超えるもの など



＜事例１＞

≪都市景観専門委員の事前協議事例（アダストリアみとアリーナ）≫

事前協議時点（イメージ）

これまでの景観施策の取組

１ 景観法に基づく大規模建築物等の届出制度の導入（H21～）

8



＜事例１＞

≪都市景観専門委員の事前協議事例（アダストリアみとアリーナ）≫

これまでの景観施策の取組

１ 景観法に基づく大規模建築物等の届出制度の導入（H21～）

9

事前協議時点（イメージ）
施工後

壁面に茶系のストライプを加え，色彩にメリハリをつけるとと
もに，周辺環境との調和を図るため植樹する箇所を追加した。



＜主な課題＞
• 工作物の種類は様々あるが，景観基準が一律であり，建設件数の多い
「太陽光発電施設」の景観誘導がしにくい。

• 景観基準（色彩等）が，まちなかや田園地域といった地域特性の違いに
関わらず，市内一律の基準であり，景観誘導しにくい。

• 都市景観専門委員による事前調査の段階で，すでに事業計画が固まって
いる場合が多く，景観誘導が十分に図れないことがある。

これまでの景観施策の取組

１ 景観法に基づく大規模建築物等の届出制度の導入（H21～）

10



＜課題の例＞

これまでの景観施策の取組

１ 景観法に基づく大規模建築物等の届出制度の導入（H21～）

≪太陽光発電施設≫

11

（国交省PP「景観まちづくりの推進に向けて」より）

道路沿いに設置された事例 斜面に設置された事例（市内）



＜課題の例＞

これまでの景観施策の取組

１ 景観法に基づく大規模建築物等の届出制度の導入（H21～）

≪田園地域において景観誘導が困難な建築物（イメージ）≫

12
地図データ ©2024 Googleを基に作成



これまでの景観施策の取組

２ 水戸市屋外広告物条例の施行（H22～）

＜概要＞

• 良好な景観の形成・維持を図るため，本市独自の屋外広告物条例を制定
し，規制を行っている。（県条例から市条例に移行）

• 特に良好な景観を保全する地区として，「偕楽園・千波湖周辺地区」と
「弘道館・水戸城跡周辺地区」を「屋外広告物特別規制地区」に指定し，
屋上利用広告物の設置や派手な色彩の広告物などの表示を制限している。
（市独自の制度）

13



＜事例１＞ ～屋外広告物特別規制地区（偕楽園・千波湖周辺地区）～

≪千波湖畔から中心市街地方面への眺望景観≫

屋外広告物により眺望景観が阻害された場合のシミュレーション

これまでの景観施策の取組

２ 水戸市屋外広告物条例の施行（H22～）

14

水戸

水戸商会

現在（眺望景観が阻害されていない状況を維持できている）



＜事例３＞＜事例２＞

これまでの景観施策の取組

２ 水戸市屋外広告物条例の施行（H22～）

～屋外広告物特別規制地区
（弘道館・水戸城跡周辺地区）～

15

～屋外広告物特別規制地区
（偕楽園・千波湖周辺地区）～

地図データ ©2024 Google



＜違反広告物＞＜新しい形態の屋外広告物＞

これまでの景観施策の取組
２ 水戸市屋外広告物条例の施行（H22～）

公共デジタルサイネージ
（国土交通省PP「屋外広告物行政」より）

プロジェクションマッピング
（国土交通省プレスリリース「プロジェクションマッピング

実施の環境整備を推進します！
～「投影広告物条例ガイドライン」を策定 ～」より）

大きさや設置場所等の許可基準に適合しない
違反屋外広告物（※撤去済）

16

＜主な課題＞
• デジタルサイネージ（液晶ディスプレイなど）等の新たな形態の屋外広告物が出現している

が，現行の制度が対応できていない。

• 屋外広告物規制の周知や指導を行っているが，違反広告物が散見される。

• 屋外広告物条例の規制対象ではないが，屋内広告物(窓の内側から外に向けて表示する広告)が

景観に影響を与えている場合がある。

・・

＜屋内広告物＞

地図データ ©2024 Google

屋内から屋外に向けて掲出された
屋内広告物
・・

・・



これまでの景観施策の取組
３ 都市景観重点地区指定制度等の活用

（地区の特性を生かした景観づくり）

＜概要＞

• 地区の特性や個性を生かし，優れた都市景観づくりを行う必要があると認
める地区を「都市景観重点地区」に指定する。

• 「都市景観重点地区」では，条例に基づき，建築物を新築等するときの事
前届出により，地区独自の景観基準への適合を求め，景観誘導を行う。

• 既に指定済みの『備前堀沿道地区』(H14指定)に加え，

『弘道館・水戸城跡周辺地区』を新たに指定した（H31）。

• 地区の景観づくりの核となる建造物である『水戸城大手門，二の丸角櫓，
土塀及びその敷地』を，景観法に基づく「景観重要建造物」として指定
した。（R3） 17



• 『弘道館・水戸城跡周辺地区』は，水戸藩の藩校であった弘道館をはじめ，水戸城跡な
どの歴史的資源が豊富に存在している。

• さらに，かつて城内に存在した歴史的建造物（水戸城大手門，角櫓等）の復元整備を実
施するなど，全庁あげて「歴史まちづくり」を推進した。

• 当地区の「都市景観重点地区」への指定は，そうした「歴史まちづくり」の動きに連動
し，地区の歴史性を活かした優れた都市景観づくりを進めるために実施したもの。

これまでの景観施策の取組
３ 都市景観重点地区指定制度等の活用

（地区の特性を生かした景観づくり）

18

地区内の
歴史的資源

弘道館

水道低区配水塔

歴史的資源
の復元整備

旧水戸城薬医門

二の丸角櫓（復元整備）

水戸城大手門（復元整備）

義公生誕の地（黄門神社）



＜事例１＞

これまでの景観施策の取組

～弘道館・水戸城跡周辺地区～
基本目標
「歴史・文化のまちにふさわしい風格ある景観」

３ 都市景観重点地区指定制度等の活用
（地区の特性を生かした景観づくり）

19

施工前



＜事例１＞

これまでの景観施策の取組

～弘道館・水戸城跡周辺地区～
基本目標
「歴史・文化のまちにふさわしい風格ある景観」

３ 都市景観重点地区指定制度等の活用
（地区の特性を生かした景観づくり）

20

施工前 施工後



＜事例２＞

これまでの景観施策の取組

～弘道館・水戸城跡周辺地区～
基本目標
「歴史・文化のまちにふさわしい風格ある景観」

３ 都市景観重点地区指定制度等の活用
（地区の特性を生かした景観づくり）

21施工前



＜事例２＞

これまでの景観施策の取組

～弘道館・水戸城跡周辺地区～
基本目標
「歴史・文化のまちにふさわしい風格ある景観」

３ 都市景観重点地区指定制度等の活用
（地区の特性を生かした景観づくり）

22施工前 施工後



これまでの景観施策の取組
３ 都市景観重点地区指定制度等の活用

（地区の特性を生かした景観づくり）

＜主な課題＞

・大規模建築物等の場合
には，条例に基づく届
出と景観法に基づく届
出の二重の手続きが生
じている。

統合化を検討する必要
がある。

＜事例３＞

当初計画

23

～弘道館・水戸城跡周辺地区～
基本目標
「歴史・文化のまちにふさわしい風格
ある景観」



これまでの景観施策の取組
３ 都市景観重点地区指定制度等の活用

（地区の特性を生かした景観づくり）

＜主な課題＞

・大規模建築物等の場合
には，条例に基づく届
出と景観法に基づく届
出の二重の手続きが生
じている。

統合化を検討する必要
がある。

＜事例３＞

当初計画

施工後

24

～弘道館・水戸城跡周辺地区～
基本目標
「歴史・文化のまちにふさわしい風格
ある景観」



これまでの景観施策の取組
３ 都市景観重点地区指定制度等の活用

（地区の特性を生かした景観づくり）

都市景観大賞（主催：都市景観の日実行委員会）
…良好な景観の形成に資する普及啓発活動の一環として実施される表彰制度。

「弘道館・水戸城跡周辺地区」
令和５年度都市景観大賞 特別賞
（「都市景観の日」実行委員会会長賞）を受賞

評価されたポイント：
「市民の協力の下，面的な全体計画を立案，『象徴となる歴史的資源』を忠実に復
元するとともに着実に周辺整備を行って城址の雰囲気を地区として醸成しており，
『歴史まちづくり』の優れた事例」

25



これまでの景観施策の取組

26

３ 都市景観重点地区指定制度等の活用
（地区の特性を生かした景観づくり）



＜規制値の考え方＞

これまでの景観施策の取組
４ 高度地区の導入（建築物の高さの制限）（H22～）

＜概要＞
• 良好な眺望景観や住環境秩を保全するため，都市計画法による「高度地区」(建築物の高さ

を制限する制度)を指定した。
• 市のシンボルである水戸芸術館タワーを核とした，まちのスカイラインの保全・形成を図る。

27

• 図の規制値を基本とし，都市計
画に定める用途地域ごとに，段
階的に規制値を設定

• 重要な歴史的資源や自然等の良
好な環境や景観を保全する地区
は，地域の特性に応じた規制値
を設定



＜事例１＞

これまでの景観施策の取組

４ 高度地区の導入（建築物の高さの制限）（H22～）

≪千波湖畔から中心市街地方面への眺望景観≫

水戸芸術館タワー

高度地区指定時

現在（高さ100mの芸術館タワーを中心とするスカイラインが維持されている。） 28



＜事例２＞ ≪弘道館正門前からの眺望景観≫

これまでの景観施策の取組

４ 高度地区の導入（建築物の高さの制限）（H22～）

29

「高度地区」を導入せず，後背地の高層建築物によ
りスカイラインが侵された場合のシミュレーション

現在（弘道館正面からの良好な景観が維持されている）



これまでの景観施策の取組

５ 水戸市風致地区条例の施行（自然的景観の維持）（H27～）

＜概要＞
• 都市における良好な自然的景観を維持するため，都市計画に定められた風致地区におい

て，水戸市の風致地区の特性を踏まえた，市独自条例を制定し，建築物等の新築等の風
致の維持に必要な一定の規制を行っている。 （県条例から市条例に移行）

＜主な課題＞

• 植栽や維持管理により，緑地の
質に差が生じている。

• 風致地区の規制により形成され
た景観の魅力を発信できていな
い。

＜事例＞
＜沿道の緑化により自然的景観の維持に寄与＞

30



これまでの景観施策の取組

6 公共施設の整備

＜概要＞
• 公共施設の整備による先導的な景観形成を図っている。
• サインマニュアル等により，良好な景観形成のための整備を促している。

＜事例１＞
＜地区の特性を生かした景観整備 ＞

＜事例２＞～弘道館・水戸城跡周辺地区～

＜まちなかの魅力を高める景観形成が図られている事例＞

整備前 整備後
整備前

整備後

31

地図データ ©2024 Google

地図データ ©2024 Google

～水戸市民会館～



これまでの景観施策の取組

6 公共施設の整備

＜主な課題＞
• 通常の維持管理水準では，景観の維持が困難なケースがある。
• 成長しすぎた街路樹の沿道では，生活環境の向上のため，強剪定や撤去を求める声も多い。

＜事例１＞

＜道路舗装の補修＞
（備前堀沿道地区）

＜事例２＞

＜街路樹の強剪定＞
（双葉台公園付近）

＜歩道整備による街路樹の撤去＞
（アダストリアみとアリーナ 入口）

整備前

整備後

32

地図データ ©2024 Google 地図データ ©2024 Google

地図データ ©2024 Google

地図データ ©2024 Google



これまでの景観施策の取組

7 市民・事業者の意識啓発・活動支援・参加

＜概要＞
• 都市景観形成補助金の交付等により，景観形成に取り組む市民への支援を行った。
• 一団の土地の区域において，建築物や工作物の形態意匠等の景観形成に関する基準等を定めた協定を，

景観法に基づき認可した（景観協定）。
• 弘道館・水戸城跡周辺都市景観重点地区指定に向けた地域での勉強会，業界等に対する研修会などを

行った。
• 市民公募により「あなたが見つけた水戸の景観30選」を選定するなどの，啓発・広報活動を行った。

＜事例１＞
＜景観協定＞（コモンガーデン桜川）

＜事例３＞＜事例２＞

＜弘道館・水戸
城跡周辺地区景観づくり勉強
会＞（ H29.2,H30.2）

＜業界向け研修会＞

＜ワークショップ＞

＜「あなたが見
つけた水戸の景
観30選」
選定事業＞

33



景観施策の主な取組経過

2008（平成20）年 水戸市景観計画策定

2009（平成21）年 水戸市景観計画施行

2010（平成22）年 水戸市屋外広告物条例施行（以下「広告物条例」という。）※県条例から移行
屋外広告物特別規制地区指定
〈偕楽園・千波湖周辺地区，弘道館・水戸城跡周辺地区〉
高度地区指定（建築物の高さ制限）

2015（平成27）年 水戸市風致地区条例施行 ※県条例から移行

2019（平成31）年 水戸市都市景観条例に基づく都市景観重点地区指定〈弘道館・水戸城跡周辺地区〉
広告物条例に基づく屋外広告物特別規制地区指定拡大〈弘道館・水戸城跡周辺地区〉

2020（令和2）年 市民公募により「あなたが見つけた水戸の景観30選」を選定

2021（令和3）年 景観重要建造物指定
〈第１号 水戸城大手門，二の丸角櫓，土塀及びその敷地〉

34



１ 現行景観計画とこれまでの景観施策の取組

２ 景観計画改定基本方針
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１ 現行景観計画とこれまでの景観施策の取組

２ 景観計画改定基本方針
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水戸市景観計画改定基本方針

37

【参考図】計画の位置付け

水戸市第7次総合計画

水戸市景観計画

水戸市

都市景観

条例

水戸市

屋外広告物

条例

景観法

関連計画
・ 水戸・勝田都市計画都市計
画区域の整備，開発及び保
全の方針

・ 水戸市都市計画マスター
プラン

・ 水戸市中心市街地活性化
基本計画

・ 水戸市歴史的風致維持向
上計画

・ 水戸市緑の基本計画 等

１ 計画改定の趣旨

現行計画は，本市の特色を活かした良好な
景観形成に寄与し，一定の実績と成果を上げ
てきましたが，策定から約15年が経過し，本
市の景観を取り巻く状況は変化しており，景
観誘導の対象や景観形成の考え方についても
変化が生じています。
このため，社会情勢の変化や新たなニーズ

に対応し，更に質の高い景観形成を推進する
ため，水戸市第７次総合計画－みと魁・Next
プラン－や水戸市都市計画マスタープラン等
の関連計画との整合を図りながら，計画を改
定するものです。



水戸市景観計画改定基本方針
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【参考図】計画の位置付け

水戸市第7次
総合計画

水戸市景観計画

水戸市

都市景観

条例

水戸市

屋外広告

物

条例

景観法

関連計画
・ 水戸・勝田都市計画都市計
画区域の整備，開発及び
保全の方針

・ 水戸市都市計画マスター
プラン
・ 水戸市中心市街地活性化

基本計画
・ 水戸市歴史的風致維持向
上計画

・ 水戸市緑の基本計画
等

１ 計画改定の趣旨
水戸市第７次総合計画－みと魁・Nextプラン－

＜将来都市像＞

「こども育む くらし楽しむ みらいに躍動する 魁のまち・みと」

＜都市空間整備構想＞
持続可能なまちを目指し，集積型の都市構造である

「水戸らしい地域拠点型ネットワーク型コンパクトシティ」 を構築する。

＜施策の大綱 （抜粋）＞

多くの人が集い，産業が集積する「活力あるみと」 等

＜主要施策各論 （景観行政関係抜粋）＞

〇 多くの人が訪れたくなるまちづくり

→ 「偕楽園・千波湖周辺の更なる魅力づくり」
→ 「弘道館・水戸城跡周辺の更なる魅力づくり」

〇 水戸らしいコンパクトな都市構造の構築

→ 「都市核の機能充実（景観の向上）」
〇 快適に暮らせる住環境づくり

→ 「良好な市街地景観の形成」



水戸市景観計画改定基本方針
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２ 計画改定の基本的姿勢

（１）本市の多様な景観資源の保全・活用
千波湖や桜川をはじめとする水とそれらを取り囲む多くの緑地等の豊かな自然，弘道館

や偕楽園等の歴史的・文化的資源，さらには，県都として集積が進む都市機能，水戸芸術
館や水戸市民会館といった現代的建築物など，多様な景観資源の積極的な保全・活用によ
り，水戸ならではの個性と魅力を感じられる景観づくりの更なる推進を図ります。

千波湖

偕楽園

弘道館自然 歴史

水戸芸術館

水戸市民会館

中心市街地

都市機能
現代的
建築物

桜川



水戸市景観計画改定基本方針
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２ 計画改定の基本的姿勢

（２）時代の変化に対応する景観づくり
現行計画策定時には想定していなかった景観誘導対象や新たな形態の屋外広告物等の適

切な景観誘導，活力あるまちの実現に向け，本市の発展をリードするまちなかの活性化や
にぎわいの創出につながる景観づくりなど，景観施策に求められる内容の変化を踏まえ，
新たな時代に対応した施策を積極的に推進します。



水戸市景観計画改定基本方針
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２ 計画改定の基本的姿勢

（３）市民主体の景観づくり
良好な景観形成の実現には，市民一人一人の取組が重要であることから，積極的な啓発

活動を推進するとともに，市民や事業者が主体的に質の高い景観形成を実践する際の指針
となるガイドラインの策定等により，市民主体の景観づくりの更なる推進を図ります。



水戸市景観計画改定基本方針
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３ 計画の構成及び期間

①景観計画区域（市内全域）義務

②良好な景観形成の方針（自然景観，歴史景観，市街地景観等の景観特性・
地域区分ごとの景観形成方針）

③建築物等の行為の制限に関する事項（届出を要する行為，建築物等の形態・
色彩その他の意匠等の基準 等） 義務

④景観重要建造物・樹木の指定の方針義務

⑤屋外広告物の行為の制限に関する事項（屋外広告物の規制・誘導の方針 等）

⑥公共施設に関する方針（公共施設の整備方針，景観重要公共施設の指定方針 等）

⑦その他の制度に基づく景観形成の推進（風致地区 等）

⑧市民主体による景観形成の推進（啓発活動の推進，ガイドラインの策定 等）

| （１）計画の構成

※ 義務 は景観法の規定により定めることが義務付けられている項目



水戸市景観計画改定基本方針
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３ 計画の構成及び期間

※良好な景観の形成は，長期的な展望のもと取り組む必要があることか
ら，総合計画の基本構想の計画期間を踏まえた期間とします。

※社会情勢の変化等を踏まえ，必要に応じ見直しを行うこととします。

| （２）計画の期間

計画期間： 2025（令和７）年度から
2033（令和15）年度まで(９年間）



水戸市景観計画改定基本方針
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４ 計画改定の体制等 | （１）市民参加

①都市景観審議会等
公募市民，学識経験者，市民活動団体，関係団体・事業者等で構成す

る都市景観審議会を開催し，計画内容等の審議を行います。
また，都市計画審議会に意見聴取を行います。

②都市景観専門委員
都市景観の専門家である都市景観専門委員に専門的・技術的事項に関

し,意見聴取を行います。

③意見公募手続
広く市民の意見を計画に反映させるため，意見公募を実施します。



水戸市景観計画改定基本方針
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４ 計画改定の体制等

①庁議，政策会議
庁議は，計画（案）に係る重要事項について審議し，計画を

決定します。
政策会議は，改定基本方針及び計画（素案）を決定します。

②水戸市景観計画検討委員会
関係課長等をもって組織し，景観計画の改定作業全般において協議，

調整を行います。

| （２）水戸市の庁内組織



水戸市景観計画改定基本方針
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５ 想定スケジュール

R6 ３月25日 改定基本方針の決定（政策会議）

６月24日 都市景観審議会（諮問）

６月～８月 計画(骨子素案)の検討
（市・検討委員会，都市景観審議会，都市景観専門委員）

９月～11月 計画(素案)の検討
（市・検討委員会，都市景観審議会 等）

12月 計画(素案)の決定（政策会議）

R7 １月～２月 市民意見公募

２月 都市景観審議会（答申）

３月 計画決定（市・庁議）
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